
【求人若・求職者の皆様へ 】

職業安定法第32条の 13、 同法施行規則第 24条の 5の規定に基づき、当事業所の取扱載種の範囲等について、
以下のとおり明示 します。

事業所名

株式会社 スタッフ アクテ ィオ ブL州 支店

2.許 可 番号
13-ヱ ー010834

取扱我種の範囲等

[職種 ]当 事業所の耳又扱業務範囲 :  合職種
[範 囲]取扱地域 :         国内

※但 し法第32条の11(取 扱職業の範囲)港湾蓮送業務、建設業務業務、くの他厚生労働省今で定める職業等を
除きます。

手数料に関する事項

求職者 から徴収す る手数料 :    一切申 し交けません。
求人者 から徴 1又す る手数料 :    手数料及の とお り消費税は房ll途 請求 )
※但 し求人者から徴イスする手数料は、求人者が当社より人材のあっせんを受け当該人材の不採用を通宍口した後

1年以内に、当該人材を入社せ しめたときも、当該人材紹介による成立とみなし手数料徴取の対象とします。

3

4

サー ビスの種類及 び内容 〔手数料の 負担 手数料の額

求点を支け付ける時の事務費用

【求人者が負担】
受付手数料 : 1, 000円

求人 求職の申込みを受理 した時以降、求人
求職者に提供する紹介のサービス

【求人者が 負担 】

成功報聞‖
職業紹介が成功 した場合において、当該求職者 の就職後

1年 間で支払われる賃金見込額の 50 %

求人の充足 を容易にす るための求人若 に対す る

専 F目 的な相談 ・助言 【求人者が負担】
成功報印‖

職業紹介が成功 した場合において、当該求我者の就職後

1年 間で支払われる賃金見込類の 50%

特定の条件 による特矛1の 求職者の開 t石 や そのた

めの調査 探索 【求人者が負担】

着手金

活動 1日 当たり

成功幸「Кttlll

0 円

0 円

我業紹介が成功 した場合において、当該求職者の就職後

1年 間で支払われる賃金見込額の 50%

就職 を容易にするための求我者に対する専門的
な相談 助言 【関係雇用主が負担】 成功幸「К割‖

職業紹介が成功 した場合における当該求職者の年間賃金
の 50%

5.返 戸入金制度に関する事項
当事業所は返戻金制度の内容は次の とお り設けています。

1カ 月以内に込職 した場合 50%オ ロ当額の返済
3カ 月以内に退職 した場合 20%相 当額の込済

6.求 人者情報及び個人情辛Fその取扱いに関する事項
取 り扱 う事業所内の職 員の範囲は、 本社事業所内の職業紹介従事者です。
なお、求人者の情報 は、戦業紹介事業に係 るものに FRり ます。

求人者情報及び個人情幸FRの 取扱責任者

我業紹介責任者  吉田賢司
7.苦 情の夕tt理 に関する事項
讐情の申出があった場合は、誠意 をもって対応欽 します。

き情処理責任若 :

職業紹介責任若  吉田賢司
連絡先       (092)2915506


